
西 部：0859-39-3288

あなたの浄化槽

あなたの浄化槽を正しく管理するために、次の3つを必ず行ってください。

境港市役所からのお願い
　あなたの浄化槽は、し尿や生活雑排水の汚れをきれいにして、川や湖へ流しています。
　しかし、浄化槽が正しく管理されていないと、汚れたままの水が流れ出てしまい、川や
　中海などの水が汚れ、また汚水の臭いがするなどの生活環境の悪化の原因となります。
　大切な自然や、生活環境を守るために、浄化槽の正しい管理をお願いします。

項 目 必要回数内 容 依頼先
保守点検保守点検

清掃清掃

法定検査

注意：保守点検、清掃時に業者から渡される「記録票」は、３年間保存してください。 定期検査受検時に必要となります。

　　　　　　　　　　　人槽 で

　　　　　　　　　　　方式 の

私の
浄化槽は、

私の浄化槽の保守点検は、

　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　     が行います。

私の浄化槽の清掃は、

　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　     が行います。

私の浄化槽の定期検査は
（公財）鳥取県保健事業団
 　　　　　　　　       が行います。
連絡先

連絡先

連絡先

合併　・　単独　　処理浄化槽です。

鳥取県トリピー

県が指定した検査機関である
「（公財）鳥取県保健事業団が
検査」します。
受検案内が届いたら、必ず検査を
依頼しててください。

浄化槽の正常な機能を維持
するために、機械の点検・
修理・調整や、消毒剤の
補充を行います。

年に3～4回程度
（浄化槽の種類に
応じて、回数が定
められています。）

「県の登録を受けた保守点検業者に
依頼」してください。
一般的には、業者と契約を結んで実
施します。

浄化槽の正常な機能を維持
するために、内部にたまっ
た汚泥などを抜き取ります。

年１回以上
（浄化槽の規模・処
理方式により回数
が定められていま
す。）

保守点検・清掃が適正に実
施され、浄化槽の機能が正
常に維持されているかどう
かを、水質検査、外観検査、
書類検査により判断します。

「境港市の許可を受けた清掃業者に
依頼」してください。

＊オキイ清掃（有）　４４－３６１１
＊境港環境事業（有）４２－２４７１

空欄を埋めて、あなたの浄化槽の
 管理状況を確認してみよう。

浄化槽の機能の診断

ポンプヒーター等の
点検

汚泥の調整・移送

消毒剤の
点検・補充

毎年１回
(法律で必ず検査
を受ける義務が
あります。)



a-endo
タイプライターテキスト

a-endo
タイプライターテキスト

a-endo
タイプライターテキスト

m-watanabe
楕円

m-watanabe
テキストボックス

m-watanabe
テキストボックス
　　　　　　　境港市役所 下水道課普及係　　電話 ０８５９－４７－１１１８

m-watanabe
テキストボックス
　　　　　　　浄化槽の清掃業者（境港市内）　※下記の許可業者へ依頼してください

m-watanabe
テキストボックス
　　　　オキイ清掃（有）　電話 ４４－３６１１　　　境港環境事業（有）　電話 ４２－２４７１

m-watanabe
楕円

m-watanabe
楕円

m-watanabe
テキストボックス
境港市役所下水道課

m-watanabe
テキストボックス
　　●書類の様式は、境港市役所ホームページからもダウンロードできます。　　　ホームページアドレス　http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=10596

m-watanabe
テキストボックス
（公財）鳥取県保健事業団　電話 ０８５９－３９－３２８８

m-watanabe
テキストボックス
（公財）鳥取県保健事業団西部本部業務課

Owner
テキストボックス
◎公共下水道が整備されたら 「公共下水道へ接続して、浄化槽は廃止」して ください。


	名称未設定



